
　

転
入
・
転
出
等
で
水
道
（
以
下
、

下
水
道
も
含
む
）
を
使
用
す
る
場

合
や
、
使
用
を
や
め
る
場
合
、
使

用
者
等
を
変
更
す
る
場
合
は
、
役

場
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

【
受
付
時
間
】

・
平
日
（
土
日
祝
祭
日
お
よ
び
年

　

末
年
始
を
除
く
）

・
午
前
8
時
30

分
〜

　

午
後
5
時
15

分

【
受
付
方
法
】

　

使
用
の
開
始
は
、
郵
送
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
受
付
は
で
き
ま
す
が
、

電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
受
付

は
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
使
用
の
中

止
・
使
用
者
等
の
変
更
を
す
る
場

合
は
、
電
話
で
の
受
付
が
で
き
ま
す
。

　

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合

は
、「
使
用
開
始
届
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。

【
止
水
栓
の
開
栓
作
業
に
つ
い
て
】

　

止
水
栓
の
開
栓
の
際
は
、
必
ず
使

用
者
の
立
ち
合
い
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
開
栓
は
屋
外
で
の
作
業
と
な

り
ま
す
の
で
、
建
物
内
の
管
理
は
使

用
者
自
身
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
平
日
（
土
日
祝
祭
日
お
よ
び
年

　

末
年
始
を
除
く
）

・
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
注
意
事
項
】

・
八
雲
町
の
水
道
は
、
八
雲
町
給

水
条
例
に
基
づ
く
ご
使
用
と
な

り
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
役

場
窓
口
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
使
用
開
始
当
日
に
届
出
が
な
さ

れ
た
場
合
、
対
応
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
使
用
開

始
予
定
日
の
2
日
前
ま
で
に
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
使
用
開
始
届
」
を
提
出
せ
ず

に
水
道
の
使
用
を
開
始
し
た
場

合
は
、
条
例
に
基
づ
き
認
定
し

た
水
道
料
金
等
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ま
た
、
場
合
に

よ
っ
て
は
罰
則
を
科
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
場
合

は
、「
使
用
中
止
届
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。

【
止
水
栓
の
閉
栓
作
業
に
つ
い
て
】

　

使
用
を
中
止
す
る
際
に
は
、
止

水
栓
を
閉
栓
し
ま
す
。
閉
栓
時

は
、
使
用
者
の
立
ち
合
い
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

・
平
日
（
土
日
祝
祭
日
お
よ
び
年

　

末
年
始
を
除
く
）

・
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
注
意
事
項
】

・
水
道
の
使
用
を
や
め
て
も
、
中

止
の
届
出
が
な
い
場
合
は
、
基

本
料
金
が
か
か
り
続
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
長
期
間
留
守
に
す
る
な
ど
で
一

時
中
止
し
た
場
合
は
、
再
開
の

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
電
話
で
の
届
出

が
可
能
で
す
。

　

水
道
の
使
用
者
、
支
払
方
法
、

料
金
請
求
書
等
の
送
付
先
が
変
わ

る
場
合
は
、「
使
用
者
等
変
更
届
」

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

料
金
の
口
座
振
替
手
続
き
は
、

次
の
窓
口
で
手
続
き
で
き
ま
す
。

・
町
内
の
各
金
融
機
関

（
ひ
や
ま
漁
協
を
除
く
）

・
環
境
水
道
課
業
務
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
つ
い
て
は
、

申
込
書
に
記
載
後
ご
本
人
が
郵

便
局
窓
口
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
環
境
水
道
課
業
務
係
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０
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│
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│
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こ
ん
な
時
は
必
ず
役
場
に

　
　
　

届
け
出
て
く
だ
さ
い

水
道
の
口
座
振
替
手
続
き

　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

水
道
の
使
用
者
等
が

　
　
　
　
　
　
　

変
わ
る
時

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
時

水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
時

水
道
・
下
水
道
の
使
用
に
関
す
る

各
種
手
続
き
に
つ
い
て

　

資
源
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
を

推
進
し
、
ご
み
の
減
量
化
を
図

る
た
め
、
子
ど
も
会
等
住
民
団

体
お
よ
び
法
人
格
を
持
つ
非
営

利
団
体
に
よ
る
資
源
ご
み
回
収

活
動
に
対
し
て
は
町
か
ら
の
助

成
が
あ
り
ま
す
が
、
法
人
格
を

持
つ
非
営
利
団
体
が
助
成
制
度

を
活
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
活

動
の
規
模
・
回
収
量
を
記
載
し

た
「
資
源
ご
み
回
収
活
動
計
画

書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

【
資
源
ご
み
回
収
活
動
計
画
書

　

の
提
出
期
限
】

　

4
月
30

日
（
木
）

【
そ
の
他
】

　

「
資
源
ご
み
回
収
活
動
計
画

書
」
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
環

境
水
道
課
環
境
衛
生
係
ま
た
は

熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス

課
の
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係

　

☎
0
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7
│
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│
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2
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・
熊
石
総
合
支
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民
サ
ー
ビ
ス
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☎
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1
1

N
P
O
法
人
・
社
会
福
祉

法
人
（
法
人
格
を
持
つ
非
営
利

団
体
）
に
よ
る
資
源
ご
み

回
収
活
動
計
画
書
の
提

出
に
つ
い
て

ふるさと納税の状況
2月末現在（累計  平成31年4月～令和2年2月）
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